
JP 4863980 B2 2012.1.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒内噴射式の、火花点火式内燃機関の制御装置であって、
　前記火花点火式内燃機関は、吸気弁及び排気弁の開閉時期を制御可能な可変動弁機構を
備え、
　前記火花点火機関が高負荷運転する時に、
　燃料を複数回に分割して噴射するとともに、
　第１回目の燃料噴射を、吸気上死点を含み前記吸気弁及び前記排気弁が共に開いている
正のオーバーラップ期間中、又は、前記吸気弁及び前記排気弁が共に閉じている負のオー
バーラップ期間中に、前記火花点火機関の燃焼室内に存在する内部ＥＧＲへ向けて行う制
御手段を備え、
　前記制御手段は、前記第１回目の燃料噴射を、排気行程が終了する吸気上死点を基準と
して、クランク角で－１５°から＋１５°の間に開始することを特徴とする火花点火式内
燃機関の制御装置。
【請求項２】
　請求項１記載の火花点火式内燃機関の制御装置において、
　前記制御手段は、前記第１回目の燃料噴射を排気行程が終了する吸気上死点近傍に開始
するように制御することを特徴とする火花点火式内燃機関の制御装置。
【請求項３】
　請求項１記載の火花点火式内燃機関の制御装置において、
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　前記制御手段は、前記吸気弁が開く時期が吸気上死点よりも遅角側になるように前記可
変動弁を制御して、前記負のオーバーラップ期間が吸気上死点より遅角側になるよう設定
するとともに、
　前記第１回目の燃料噴射を前記負のオーバーラップ期間に開始するように制御すること
を特徴とする火花点火式内燃機関の制御装置。
【請求項４】
　請求項２記載の火花点火式内燃機関の制御装置において、
　前記火花点火機関は、現在のバルブタイミングを検出するバルブタイミング検出手段を
備え、
　前記制御手段は、前記火花点火機関が高負荷運転する時に、前記バルブタイミング検出
手段によって検出されたバルブタイミングに基づいて、前記第１回目の燃料噴射量を決定
することを特徴とする火花点火式内燃機関の制御装置。
【請求項５】
　請求項４記載の火花点火式内燃機関の制御装置において、
　前記制御手段は、前記バルブタイミング検出手段によって検出された現在のバルブタイ
ミングが、バルブタイミングの目標値に到達するまでの期間は、現在の運転条件における
点火時期の設定値よりも点火時期を遅角するように制御することを特徴とする火花点火式
内燃機関の制御装置。
【請求項６】
　請求項１記載の火花点火式内燃機関の制御装置において、
　前記高負荷運転とは、前記火花点火機関の吸入空気量を制御するために備えられたスロ
ットルの開度を全開にしている時、もしくは現在の運転条件において最も熱効率が高くな
る最適点火時期よりも実際の点火時期を遅角側に設定している時、のうちのいずれかであ
ることを特徴とする火花点火式内燃機関の制御装置。
【請求項７】
　請求項１記載の火花点火式内燃機関の制御装置において、
　前記火花点火機関は、ノックを検出するノック検出手段を備え、
　前記制御手段は、前記ノック検出手段によってノックが生じていると判定された時に、
前記第１回目の燃料噴射の噴射量を増量するように制御することを特徴とする火花点火式
内燃機関の制御装置。
【請求項８】
　請求項７記載の火花点火式内燃機関の制御装置において、
　前記制御手段は、前記ノック検出手段によってノックが生じていると判定された時に、
前記第１回目の燃料噴射の噴射量を増量するように制御するとともに、前記負のオーバー
ラップ期間を長期化するよう制御することを特徴とする火花点火式内燃機関の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火花点火機関の制御装置に係り、特に、筒内噴射式の火花点火機関の高圧縮
比化や小型化時に用いるに好適な制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等に使用される火花点火式内燃機関（エンジン）の燃費性能向上策として、エン
ジンの高圧縮比化や小型化（ダウンサイジング）が注目されている。高圧縮比化して理論
熱効率を向上させること、またダウンサイジングに過給を組合わせてポンプ損失やフリク
ションを低減させることによって、エンジンの燃費を低減することが可能となる。しかし
、これらのエンジンは、通常のエンジンと比較して圧縮－膨張行程中に燃焼室内が高温、
高圧状態となるため、高負荷運転時にはノックが生じやすいものである。
【０００３】
　通常、ノックを回避するために、高負荷運転時には点火時期を遅角化（リタード）して
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燃焼室の高温・高圧化を回避する。しかし、その場合、最も熱効率が高くなる最適点火時
期と実際の点火時期との差が大きくなり、熱効率が落ちることになる。その結果、高圧縮
比化やダウンサイジングが持つ本来の燃費改善効果を得ることができない。
【０００４】
　高負荷運転時におけるノックを回避するものとして、第１に、燃焼室内に残存する残留
ガスを吸引する装置を設け、高負荷運転時に高温の残留ガスを吸引することにより、燃焼
室内の圧縮端温度の上昇を抑制し、熱効率を落とさずにノックを回避するものが知られて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、第２に、筒内噴射式（ＤＩ）エンジンにおいて、ノック検出時に燃料の分割噴射
を行い、少なくとも１回は圧縮行程に噴射することで筒内噴射による気化冷却効果を最大
限に活用し、ノックを回避するものが知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－７７７１１号公報
【特許文献２】特開２００６－３２９１５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１記載のものでは、残留ガスの吸引装置が必要となり、実用的
でないという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献２記載のものでは、圧縮行程噴射では成層燃焼となるため、すすが増加
し、排気ガスが悪化するという問題がある。
【０００９】
　ここで、火花点火エンジンにおけるノックは、火炎伝播途中に未燃混合気（エンドガス
）部の温度、圧力が上昇して自己着火に至ることによって生じる。従って、燃焼室内に温
度の不均一が存在する場合、より高温な場所（ホットスポット）からノックが発生するこ
とになる。
【００１０】
　燃焼室内の温度の不均一を生じさせる要因として、内部ＥＧＲ（高温残留ガス）の存在
が挙げられる。吸気行程から圧縮行程の間に内部ＥＧＲと新気（空気）とを完全に混合さ
せ、燃焼室内混合気を均質化することは極めて困難である。そのため、火炎伝播時におい
てエンドガス部にホットスポットが生成し、これがノック発生の一因となる。すなわち、
火花点火エンジンにおいて耐ノック性を向上するためには、内部ＥＧＲに起因するホット
スポットをなくすことが重要となる。
【００１１】
　ＤＩエンジンにおいて、燃料の気化潜熱による冷却効果を最大限に得るためには、吸気
行程終盤もしくは圧縮行程に燃料噴射を行うのが有効である。しかし、その場合、空気と
内部ＥＧＲの混合気に向けて燃料噴射を行うため、混合気の平均温度を低下させる効果は
大きいものの、ノック発生の原因となるホットスポットをなくすことは困難である。
【００１２】
　本発明の目的は、残留ガスの吸引装置等を用いることなく、また、圧縮行程噴射による
排気ガスの悪化を生じさせることなく、かつ、熱効率を減少させずに高負荷時のノックを
回避することができる火花点火式内燃機関の制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　（１）上記目的を達成するために、本発明は、筒内噴射式の、火花点火式内燃機関の制
御装置であって、前記火花点火式内燃機関は、吸気弁及び排気弁の開閉時期を制御可能な
可変動弁機構を備え、前記火花点火機関が高負荷運転する時に、燃料を複数回に分割して
噴射するとともに、第１回目の燃料噴射を、吸気上死点を含み、前記吸気弁及び前記排気
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弁が共に開いている正のオーバーラップ期間中、又は、前記吸気弁及び前記排気弁が共に
閉じている負のオーバーラップ期間中に、前記火花点火機関の燃焼室内に存在する内部Ｅ
ＧＲへ向けて行う制御手段を備え、前記制御手段は、前記第１回目の燃料噴射を、排気行
程が終了する吸気上死点を基準として、クランク角で－１５°から＋１５°の間に開始す
るようにしたものである。 
　かかる構成により、残留ガスの吸引装置等を用いることなく、また、圧縮行程噴射によ
る排気ガスの悪化を生じさせることなく、かつ、熱効率を減少させずに高負荷時のノック
を回避することができるものとなる。
【００１５】
　（２）上記（１）において、好ましくは、前記制御手段は、前記第１回目の燃料噴射を
排気行程が終了する吸気上死点近傍に開始するように制御ようにしたものである。
【００１８】
　（３）上記（２）において、好ましくは、前記制御手段は、前記吸気弁が開く時期が吸
気上死点よりも遅角側になるように前記可変動弁を制御して、前記負のオーバーラップ期
間が吸気上死点より遅角側になるよう設定するとともに、前記第１回目の燃料噴射を前記
負のオーバーラップ期間に開始するように制御するようにしたものである。
【００１９】
　（４）上記（２）において、好ましくは、前記火花点火機関は、現在のバルブタイミン
グを検出するバルブタイミング検出手段を備え、前記制御手段は、前記火花点火機関が高
負荷運転する時に、前記バルブタイミング検出手段によって検出されたバルブタイミング
に基づいて、前記第１回目の燃料噴射量を決定するようにしたものである。
【００２０】
　（５）上記（４）において、好ましくは、前記制御手段は、前記バルブタイミング検出
手段によって検出された現在のバルブタイミングが、バルブタイミングの目標値に到達す
るまでの期間は、現在の運転条件における点火時期の設定値よりも点火時期を遅角するよ
うに制御するようにしたものである。
【００２１】
　（６）上記（１）において、好ましくは、前記高負荷運転とは、前記火花点火機関の吸
入空気量を制御するために備えられたスロットルの開度を全開にしている時、もしくは現
在の運転条件において最も熱効率が高くなる最適点火時期よりも実際の点火時期を遅角側
に設定している時、のうちのいずれかである。
【００２２】
　（７）上記（１）において、好ましくは、前記火花点火機関は、ノックを検出するノッ
ク検出手段を備え、前記制御手段は、前記ノック検出手段によってノックが生じていると
判定された時に、前記第１回目の燃料噴射の噴射量を増量するように制御するようにした
ものである。
【００２３】
　（８）上記（７）において、好ましくは、前記制御手段は、前記ノック検出手段によっ
てノックが生じていると判定された時に、前記第１回目の燃料噴射の噴射量を増量するよ
うに制御するとともに、前記負のオーバーラップ期間を長期化するよう制御するようにし
たものである。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、残留ガスの吸引装置等を用いることなく、また、圧縮行程噴射による
排気ガスの悪化を生じさせることなく、かつ、熱効率を減少させずに高負荷時のノックを
回避することができるものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図１～図７を用いて、本発明の第１の実施形態による火花点火式内燃機関の制御
装置の構成及び動作について説明する。　
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　最初に、図１を用いて、本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置を自動車用ガ
ソリンエンジンに適用させたシステムの構成について説明する。　
　図１は、本発明の第１の実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置を自動車用ガソ
リンエンジンに適用させたシステムの構成を示すシステム構成図である。
【００２８】
　エンジン１００は、火花点火式燃焼を実施する自動車用ガソリンエンジンである。吸入
空気量を計測するエアフローセンサ１と、吸気流量を調整する電子制御スロットル２とが
、吸気管６の各々の適宜位置に備えられている。また、エンジン１００には、シリンダ７
とピストン１４とで囲われる燃焼室に燃料を噴射するインジェクタ３と、点火エネルギー
を供給する点火プラグ４と、がシリンダ７の各々の適宜位置に備えられている。また、筒
内に流入する吸入ガスを調整する吸気バルブ５ａと筒内から排出される排気ガスを調整す
る排気バルブ５ｂとから構成される可変バルブ５と、がシリンダ７の各々の適宜位置に備
えられている。可変バルブ５を調整することにより、筒内のＥＧＲ量を調整する。
【００２９】
　さらに、排気を浄化する三元触媒１０と、空燃比検出器の一態様であって、三元触媒１
０の上流側にて排気の空燃比を検出する空燃比センサ９と、排気温度検出器の一態様あっ
て、三元触媒１０の上流側にて排気の温度を計測する排気温度センサ１１とが排気管８の
各々の適宜位置に備えられる。また、クランク軸１２には、回転角度を算出するためのク
ランク角度センサ１３が備えられている。また、燃焼室に形成される混合気の流動強度を
調整可能なスワール弁１５を備えている。
【００３０】
　エアフローセンサ１と空燃比センサ９と排気温度センサ１１とクランク角センサ１３と
から得られる信号は、エンジンコントロールユニット（ＥＣＵ）２０に送られる。また、
アクセル開度センサ１７から得られる信号がＥＣＵ２０に送られる。アクセル開度センサ
１７は、アクセルペダルの踏み込み量，すなわち、アクセル開度を検出する。ＥＣＵ２０
は、アクセル開度センサ１７の出力信号に基づいて、要求トルクを演算する。すなわち、
アクセル開度センサ１７は、エンジンへの要求トルクを検出する要求トルク検出センサと
して用いられる。また、ＥＣＵ２０は、クランク角度センサ１３の出力信号に基づいて、
エンジンの回転速度を演算する。ＥＣＵ２０は、上記各種センサの出力から得られるエン
ジンの運転状態に基づき、空気流量、燃料噴射量、点火時期のエンジンの主要な作動量を
最適に演算する。
【００３１】
　ＥＣＵ２０で演算された燃料噴射量は開弁パルス信号に変換され、インジェクタ３に送
られる。また、ＥＣＵ２０で演算された点火時期で点火されるように、点火プラグ駆動信
号が点火プラグ４に送られる。また、ＥＣＵ２０で演算されたスロットル開度は、スロッ
トル駆動信号として電子制御スロットル２に送られる。また、ＥＣＵ２０で演算された可
変バルブの作動量は、可変バルブ駆動信号として、可変バルブ５へ送られる。
【００３２】
　吸気管６から吸気バルブ５ａを経てシリンダ７内に流入した空気に対し，燃料が噴射さ
れ，混合気を形成する。混合気は所定の点火時期で点火プラグ４から発生される火花によ
り爆発し，その燃焼圧によりピストンを押し下げてエンジンの駆動力となる。更に，爆発
後の排気ガスは排気管８を経て，三元触媒１０に送りこまれ，排気成分は三元触媒１０内
で浄化され，外部へと排出される。
【００３３】
　次に、図２を用いて、本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置の構成について
説明する。　
　図２は、本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置の構成を示すシス
テムブロック図である。
【００３４】
　エアフローセンサ１、空燃比センサ９、排気温度センサ１１、クランク角センサ１３の
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出力信号は、ＥＣＵ２０の入力回路２０ａに入力する。但し、入力信号はこれらだけに限
られない。入力された各センサの入力信号は入出力ポート２０ｂ内の入力ポートに送られ
る。入力ポート２０ｂに送られた値は、ＲＡＭ２０ｃに保管され、ＣＰＵ２０ｅで演算処
理される。演算処理内容を記述した制御プログラムは、ＲＯＭ２０ｄに予め書き込まれて
いる。
【００３５】
　制御プログラムに従って演算された各アクチュエータの作動量を示す値は、ＲＡＭ２０
ｃに保管された後、入出力ポート２０ｂ内の出力ポートに送られ、各駆動回路を経て各ア
クチュエータに送られる。本実施形態の場合は、駆動回路として、電子スロットル駆動回
路２０ｆ、インジェクタ駆動回路２０ｇ、点火出力回路２０ｈ、可変バルブ駆動回路２０
ｊがある。各回路は、それぞれ、電子制御スロットル２、インジェクタ３、点火プラグ４
、可変バルブ５を制御する。本実施形態においては、ＥＣＵ２０内に上記駆動回路を備え
た装置であるが、これに限るものではなく、上記駆動回路のいずれかをＥＣＵ２０内に備
えるものであってもよい。
【００３６】
　ＥＣＵ２０は、高負荷運転領域とそれ以外の通常運転領域とで燃料噴射方法を切り替え
る。高負荷運転領域では、高負荷用燃料噴射制御を行うことでノックを抑制し、点火リタ
ード制御による効率の低下を防止する。特に、本実施形態にかかるＥＣＵ２０は、高負荷
運転時に、燃料を上死点近傍で噴射し、高温の内部ＥＧＲを集中的に冷却することで、燃
焼室内の局所的な高温化（ホットスポットの生成）を抑制する。その結果、高負荷運転時
のノックを抑制することが可能となる。
【００３７】
　次に、図３を用いて、本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置における高負荷
運転領域について説明する。　
　図３は、本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置における高負荷運
転領域の説明図である。
【００３８】
　高負荷運転領域Ｈｉ－Ｌｏａｄは、エンジントルクＴｅとエンジン回転数Ｎｅのマップ
上で予め規定されており、図２のＲＯＭ２０ｄの中に保持されている。ＥＣＵ２０は、エ
ンジントルクとエンジン回転数から、現在の運転条件が高負荷運転領域Ｈｉ－Ｌｏａｄで
あるか、通常運転領域Ｎｏｒｍａｌであるかを判定する。
【００３９】
　この領域を規定する基準としては、例えば、全ての領域において高負荷用燃料噴射を行
わないと仮定した場合に、各運転条件において熱効率が最も高くなる最適点火時期（ＭＢ
Ｔ）と実際に設定する点火時期が等しい領域を通常運転領域、両者の値に差がある領域を
高負荷運転領域とする。
【００４０】
　高負荷運転とは、火花点火機関の吸入空気量を制御するために備えられたスロットルの
開度を全開にしている時、もしくは現在の運転条件において最も熱効率が高くなる最適点
火時期よりも実際の点火時期を遅角側に設定している時である。
【００４１】
　次に、図４～図７を用いて、本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置における
燃料噴射方法について説明する。　
　最初に、図４を用いて、本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置における燃料
噴射制御内容について説明する。　
　図４は、本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置における燃料噴射
制御内容を示すフローチャートである。
　
【００４２】
　図４に示す制御内容は、ＥＣＵ２０によって、所定の周期で繰り返し実行される。



(7) JP 4863980 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

【００４３】
　ステップＳ１１０において、ＥＣＵ２０は、現在のエンジン運転条件に関する情報（エ
ンジン回転数、エンジントルクなど）を読み込む。
【００４４】
　次に、ステップＳ１２０において、ＥＣＵ２０は、予め記憶されたマップなどから、現
在の運転条件が高負荷運転領域であるか否かを判定する。高負荷領域でない場合は、通常
運転領域であると判断し、ステップ１３０において、ＥＣＵ２０は、通常燃料噴射制御を
行う。通常燃料噴射制御の内容については、図５を用いて後述する。
【００４５】
　これに対し、高負荷領域である場合、ステップ１４０において、ＥＣＵ２０は、高負荷
用噴射制御Ａを行う。通常燃料噴射制御の内容については、図６を用いて後述する。
【００４６】
　次に、図５を用いて、本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置による通常運転
領域での燃料噴射制御内容について説明する。　
　図５は、本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による通常運転領
域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。
【００４７】
　図５において、横軸は時間ｔを示している。図５（Ａ）の縦軸はバルブリフト量Ｌｖを
示している。なお、図５（Ａ）において、実線Ｖ－ＥＸＴは排気バルブのリフト量を示し
、実線Ｖ－ＩＮＴは吸気バルブのリフト量を示している。また、排気バルブと吸気バルブ
との両方が開いている期間が、バルブオーバラップ期間Ｖ－ｏｖｌｐである。図５（Ｂ）
の縦軸は、シリンダ内圧力Ｐｃを示している。図５（Ｃ）の縦軸は、燃料噴射信号Ｉｎｊ
を示している。
【００４８】
　図５（Ａ）の実線Ｖ－ＥＸＴに示すように、排気バルブは、膨張行程（ＥＸＰ）の終盤
で開き始め、吸気行程（ＩＮＴ）の初盤で閉じる。また、図５（Ａ）の実線Ｖ－ＩＮＴに
示すように、吸気バルブは、排気行程（ＥＸＴ）の終盤で開き始め、圧縮行程（ＣＭＰ）
の初盤で閉じる。従って、排気バルブと吸気バルブとの両方が開いているバルブオーバラ
ップ期間Ｖ－ｏｖｌｐが存在する。
【００４９】
　図５（Ｂ）の実線は、シリンダ内圧力Ｐｃの変化を示している。
【００５０】
　図５（Ｃ）に示すように、ＥＣＵ２０は、通常運転領域では、通常燃料噴射制御を行う
。具体的には、充填効率の確保や混合気の均質化の観点から、基本的に吸気行程（ＩＮＴ
）の中盤で燃料噴射を行う。
【００５１】
　次に、図６を用いて、本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置による高負荷運
転領域での燃料噴射制御内容について説明する。　
　図６は、本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転
領域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。
【００５２】
　図６において、横軸は時間ｔを示している。図６（Ａ）の縦軸はバルブリフト量Ｌｖを
示している。なお、図６（Ａ）において、実線Ｖ－ＥＸＴは排気バルブのリフト量を示し
、実線Ｖ－ＩＮＴは吸気バルブのリフト量を示している。また、排気バルブと吸気バルブ
との両方が開いている期間が、バルブオーバラップ期間Ｖ－ｏｖｌｐである。図６（Ｂ）
の縦軸は、シリンダ内圧力Ｐｃを示している。図６（Ｃ）の縦軸は、燃料噴射信号Ｉｎｊ
を示している。
【００５３】
　図６（Ａ）の実線Ｖ－ＥＸＴに示すように、排気バルブは、膨張行程（ＥＸＰ）の終盤
で開き始め、吸気行程（ＩＮＴ）の初盤で閉じる。また、図６（Ａ）の実線Ｖ－ＩＮＴに
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示すように、吸気バルブは、排気行程（ＥＸＴ）の終盤で開き始め、圧縮行程（ＣＭＰ）
の初盤で閉じる。従って、排気バルブと吸気バルブとの両方が開いているバルブオーバラ
ップ期間Ｖ－ｏｖｌｐが存在する。
【００５４】
　図６（Ｂ）の実線は、シリンダ内圧力Ｐｃの変化を示している。
【００５５】
　図６（Ｃ）に示すように、ＥＣＵ２０は、高負荷運転領域では、高負荷用燃料噴射制御
Ａを行う。具体的には、燃料噴射を２回に分割し、第１回目の噴射（第１噴射）ＩＮＪ１
の開始を上死点近傍とし、第２回目の噴射（第２噴射）ＩＮＪ２の開始を吸気行程中盤か
ら終盤に設定する。第１噴射ＩＮＪ１は内部ＥＧＲへ向けた噴射を狙ったもので、気化冷
却効果により効率的に内部ＥＧＲのみを冷却し、燃焼室内でのホットスポットの生成を抑
制する。第２噴射ＩＮＪ２は、空気と内部ＥＧＲの混合気を冷却し、燃焼室内の平均温度
を低下させる。また、全ての燃料を吸気バルブが閉じるまでに噴射し終えることで、充填
効率（トルク）を確保するとともに、燃料と新気の混合時間を確保して混合気の均質化を
図り、排気の悪化を防止している。
【００５６】
　次に、図７を用いて、本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置による高負荷運
転領域における、第１噴射時の燃焼室内の状態について説明する。　
　図７は、本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転
領域における、第１噴射時の燃焼室内の状態の説明図である。なお、図１と同一符号は、
同一部分を示している。
【００５７】
　上死点ＴＤＣの近傍で燃料噴射を行うため、燃焼室に存在するガスの大部分が高温の内
部ＥＧＲ（Ｉｎｔ－ＥＧＲ）である。そのため、インジェクタ３から噴射する第１噴射Ｉ
ＮＪ１の冷却効果を内部ＥＧＲに対してのみに適用することができる。
【００５８】
　ここで、内部ＥＧＲのみを効率的に冷却するためには、第１噴射開始時期を上死点前１
５°から上死点後１５°の範囲となるように制御する必要がある。図６（Ａ）に示したバ
ルブオーバラップ期間Ｖ－ｏｖｌｐが上死点前１５°から上死点後１５°の範囲である。
第１噴射の開始時期は、バルブオーバラップ期間Ｖ－ｏｖｌｐ内であって、図６（Ｃ）に
示したように、吸気上死点ＴＤＣ－ｉ付近とする。
【００５９】
　このように、上死点近傍にて燃料噴射をすると、ピストンとインジェクタとの距離が近
いためにピストンへの燃料付着が生じやすい。そこで、図６（Ｃ）に示したように、第２
噴射量（噴射パルス幅）ＩＮＪ２に対して、第１噴射量（噴射パルス幅）ＩＮＪ１を少な
くすることで、燃料噴霧のペネトレーションを制御し、ピストンへの燃料付着を避けるこ
とができる。
【００６０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、高負荷領域において排気行程が終了する上
死点近傍で燃料噴射を行い、内部ＥＧＲを効率的に冷却することによって、燃焼室内のホ
ットスポットの生成を抑え、ノックを抑制することができる。従って、点火リタード制御
による熱効率およびトルクの低下を抑えることが可能となる。
【００６１】
　また、残留ガスの吸引装置も不要である。
【００６２】
　さらに、第２噴射ＩＮＪ２の開始を吸気行程中盤から終盤としているため、すすの増加
による排気ガスの悪化の問題も解消できる。
【００６３】
　次に、図８及び図９を用いて、本発明の第２の実施形態による火花点火式内燃機関の制
御装置の構成及び動作について説明する。本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装
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置を自動車用ガソリンエンジンに適用させたシステムの構成は、図１と同様である。本実
施形態による火花点火式内燃機関の制御装置の構成は、図２と同様である。本実施形態に
よる火花点火式内燃機関の制御装置における高負荷運転領域は、図３と同様である。本実
施形態による火花点火式内燃機関の制御装置における燃料噴射制御内容は、図４と同様で
ある。
【００６４】
　図８は、本発明の第２の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転
領域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。図９は、本発明の第２の実
施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転領域における、第１噴射時の
燃焼室内の状態の説明図である。なお、図９において、図１と同一符号は、同一部分を示
している。
【００６５】
　本実施形態では、第１の実施形態とは、高負荷運転領域での燃料噴射制御内容が相違し
ている。
【００６６】
　図８において、横軸は時間ｔを示している。図８（Ａ）の縦軸はバルブリフト量Ｌｖを
示している。なお、図８（Ａ）において、実線Ｖ－ＥＸＴは排気バルブのリフト量を示し
、実線Ｖ－ＩＮＴは吸気バルブのリフト量を示している。また、排気バルブと吸気バルブ
との両方が開いている期間が、バルブオーバラップ期間Ｖ－ｏｖｌｐである。図８（Ｂ）
の縦軸は、シリンダ内圧力Ｐｃを示している。図８（Ｃ）の縦軸は、燃料噴射信号Ｉｎｊ
を示している。
【００６７】
　図８（Ａ）の実線Ｖ－ＥＸＴに示すように、排気バルブは、膨張行程（ＥＸＰ）の終盤
で開き始め、吸気行程（ＩＮＴ）の初盤で閉じる。また、図８（Ａ）の実線Ｖ－ＩＮＴに
示すように、吸気バルブは、排気行程（ＥＸＴ）の終盤で開き始め、圧縮行程（ＣＭＰ）
の初盤で閉じる。従って、排気バルブと吸気バルブとの両方が開いているバルブオーバラ
ップ期間Ｖ－ｏｖｌｐが存在する。
【００６８】
　図８（Ｂ）の実線は、シリンダ内圧力Ｐｃの変化を示している。
【００６９】
　図８（Ｃ）に示すように、ＥＣＵ２０は、高負荷運転領域では、高負荷用燃料噴射制御
Ｂを行う。具体的には、燃料噴射を２回に分割し、第１噴射ＩＮＪ１の開始を排気弁が閉
じた直後としている。第２噴射ＩＮＪ２の開始は、第１の実施形態と同様に、吸気行程中
盤から終盤に設定する。また、点火ＳＰＫの時期は、圧縮行程の終盤としている。
【００７０】
　第１の実施形態同様、第１噴射ＩＮＪ１は内部ＥＧＲへ向けた噴射を行うことで、燃焼
室内でのホットスポットの生成を抑制し、第２噴射ＩＮＪ２は、空気と内部ＥＧＲの混合
気を冷却し、燃焼室内の平均温度を低下させる。また、全ての燃料を吸気バルブが閉じる
までに噴射し終えることで、充填効率（トルク）を確保するとともに、燃料と新気の混合
時間を確保して混合気の均質化を図り、排気の悪化を防止している。
【００７１】
　次に、図９を用いて、本実施形態による高負荷運転領域における、第１噴射時の燃焼室
内の状態について説明する。本実施形態では、排気バルブが閉じた後に第１燃料噴射ＩＮ
Ｊ１を開始するため、燃料がそのまま排気バルブ８を通って排気管へ吹き抜けることを防
止できる。さらに、上死点よりもピストンが下がった状態で燃料噴射を開始することにな
るため、ピストンへの燃料付着が起こりにくくなり第１噴射量を増量できる。従って、よ
り大きい内部ＥＧＲ冷却効果を得ることが可能となる。
【００７２】
　本実施形態によれば、高負荷領域において排気バルブが閉じた直後に燃料噴射を開始し
て内部ＥＧＲを効率的に冷却することによって、燃焼室内のホットスポットの生成を抑え
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てノックを抑制できると同時に、排気管への燃料の吹き抜けを防止し、排気や燃費の悪化
を避けることができる。
【００７３】
　また、第１噴射量を増量して、内部ＥＧＲの冷却効果を大きくすることができる。
【００７４】
　また、残留ガスの吸引装置も不要である。
【００７５】
　さらに、第２噴射ＩＮＪ２の開始を吸気行程中盤から終盤としているため、すすの増加
による排気ガスの悪化の問題も解消できる。
【００７６】
　次に、図１０～図１２を用いて、本発明の第３の実施形態による火花点火式内燃機関の
制御装置の構成及び動作について説明する。本実施形態による火花点火式内燃機関の制御
装置を自動車用ガソリンエンジンに適用させたシステムの構成は、図１と同様である。本
実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置の構成は、図２と同様である。本実施形態
による火花点火式内燃機関の制御装置における高負荷運転領域は、図３と同様である。
【００７７】
　図１０は、本発明の第３の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置における燃料噴
射制御内容を示すフローチャートである。図１１は、本発明の第３の実施形態による火花
点火内燃機関の制御装置による高負荷運転領域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチ
ャートである。図１２は、本発明の第３の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置に
よる高負荷運転領域における、第１噴射時の燃焼室内の状態の説明図である。なお、図１
２において、図１と同一符号は、同一部分を示している。
【００７８】
　本実施形態では、第１や第２の実施形態とは、高負荷運転領域での燃料噴射制御および
可変バルブ制御内容が相違している。
【００７９】
　最初に、図１０により、本実施形態による燃料噴射制御および可変バルブ制御処理の内
容について説明する。図１０に示す制御内容は、ＥＣＵ２０によって、所定の周期で繰り
返し実行される。
【００８０】
　ステップＳ１１０において、ＥＣＵ２０は、現在のエンジン運転条件に関する情報（エ
ンジン回転数、エンジントルクなど）を読み込む。
【００８１】
　次に、ステップＳ１２０において、ＥＣＵ２０は、予め記憶されたマップなどから、現
在の運転条件が高負荷運転領域であるか否かを判定する。高負荷領域でない場合は、通常
運転領域であると判断し、ステップＳ１３０において、ＥＣＵ２０は、通常燃料噴射制御
を行う。そして、ステップＳ１５０において、ＥＣＵ２０は、通常バルブ制御を行う。
【００８２】
　これに対し、ステップＳ１２０で高負荷領域であると判定された場合、ステップＳ１４
０Ｃにおいて、ＥＣＵ２０は、高負荷用噴射制御Ｃを行う。そして、ステップＳ１６０に
おいて、ＥＣＵ２０は、高負荷用バルブ制御を行う。
【００８３】
　次に、図１１において、横軸は時間ｔを示している。図１１（Ａ）の縦軸はバルブリフ
ト量Ｌｖを示している。なお、図１１（Ａ）において、実線Ｖ－ＥＸＴは排気バルブのリ
フト量を示し、実線Ｖ－ＩＮＴは吸気バルブのリフト量を示している。また、排気バルブ
と吸気バルブとの両方が閉じている期間が、負のバルブオーバラップ期間Ｖ－ｍｉ－ｏｖ
ｌｐである。図１１（Ｂ）の縦軸は、シリンダ内圧力Ｐｃを示している。図１１（Ｃ）の
縦軸は、燃料噴射信号Ｉｎｊを示している。
【００８４】
　ＥＣＵ２０は、高負荷運転領域では、高負荷用バルブ制御を行う。具体的には、図１１
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（Ａ）の実線Ｖ－ＩＮＴに示すように、吸気バルブの開く時期を遅角化し、吸気バルブ及
び排気バルブがともに閉じている期間である、負のオーバーラップ期間Ｖ－ｍｉ－ｏｖｌ
ｐを設けるよう、可変バルブを制御する。この時、図１１（Ａ）の実線Ｖ－ＥＸＴに示す
ように、排気バルブが閉じる時期は、内部ＥＧＲが出来る限り燃焼室に残留しないよう、
吸気上死点ＴＤＣ－ｉ近傍に設定されている。
【００８５】
　図１１（Ｂ）の実線は、シリンダ内圧力Ｐｃの変化を示している。
【００８６】
　図１１（Ｃ）に示すように、ＥＣＵ２０は、高負荷運転領域では、高負荷用燃料噴射制
御Ｃを行う。具体的には、燃料噴射を分割し、第１噴射ＩＮＪ１の開始を負のオーバーラ
ップ期間Ｖ－ｍｉ－ｏｖｌｐに設定し、第２噴射ＩＮＪ２の開始は、第１や第２の実施形
態と同様に、吸気行程中盤から終盤に設定する。
【００８７】
　第１や第２の実施形態と同様に、第１噴射ＩＮＪ１は内部ＥＧＲへ向けた噴射を行うこ
とで、燃焼室内でのホットスポットの生成を抑制し、第２噴射ＩＮＪ２は、空気と内部Ｅ
ＧＲの混合気を冷却し、燃焼室内の平均温度を低下させる。また、全ての燃料を吸気バル
ブが閉じるまでに噴射し終えることで、充填効率（トルク）を確保するとともに、燃料と
新気の混合時間を確保して混合気の均質化を図り、排気の悪化を防止している。
【００８８】
　次に、図１２を用いて、本実施形態による高負荷運転領域における、第１噴射時の燃焼
室内の状態について説明する。本実施形態では、排気バルブの閉時期を吸気上死点ＴＤＣ
－ｉの近傍とし、吸気バルブの開時期を吸気上死点よりも遅角化することにより、上死点
より後に負のオーバーラップ期間Ｖ－ｍｉ－ｏｖｌｐを設けている。このようなバルブタ
イミングに設定することで、できる限り内部ＥＧＲを残留させずに、上死点以降も内部Ｅ
ＧＲのみが燃焼室内に存在する状態を長期間作ることができる。その上で、第１噴射ＩＮ
Ｊ１を負のオーバーラップ期間中に開始することで、完全に内部ＥＧＲのみへ向けた噴射
が可能となり、燃料の気化冷却効果を全て内部ＥＧＲに対して適用することが可能となる
。
【００８９】
　また、排気バルブが閉じた後に燃料噴射を開始するため、燃料がそのまま排気バルブを
通って排気管へ吹き抜けることを防止できる。さらに、上死点よりもピストンが下がった
状態で燃料噴射を開始することになるため、ピストンへの燃料付着が起こりにくくなり第
１噴射量を増量できる。従って、より大きい内部ＥＧＲ冷却効果を得ることが可能となる
。
【００９０】
　さらに、吸気バルブを遅開きにすることにより、吸気行程初期に燃焼室内が負圧となる
ため、吸気バルブが開いた直後における、吸気管から燃焼室へ吸入される空気の流速が大
きくなる。この現象により、燃焼室内に強い流動（乱れ）が生成されて内部ＥＧＲと空気
との混合が促進され、ホットスポットの生成を抑えることもできる。
【００９１】
　本実施形態によれば、高負荷領域において、上死点以降に負のオーバーラップ期間を設
け、その期間中に第１噴射を開始することで完全に内部ＥＧＲのみへ向けた噴射が可能と
なり、燃料の気化冷却効果の全てを内部ＥＧＲに対して適用することが可能となる。これ
により、燃焼室内のホットスポットの生成を抑えてノックを抑制できると同時に、排気管
への燃料の吹き抜けを防止し、排気や燃費の悪化を避けることができる。
【００９２】
　また、第１噴射量を増量できるので、より大きい内部ＥＧＲ冷却効果を得ることができ
る。
【００９３】
　さらに、吸気バルブを遅開きにすることにより、ホットスポットの生成を抑えることも
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できる。
【００９４】
　また、残留ガスの吸引装置も不要である。
【００９５】
　さらに、第２噴射ＩＮＪ２の開始を吸気行程中盤から終盤としているため、すすの増加
による排気ガスの悪化の問題も解消できる。
【００９６】
　次に、図１３及び図１４を用いて、本発明の第４の実施形態による火花点火式内燃機関
の制御装置の構成及び動作について説明する。本実施形態による火花点火式内燃機関の制
御装置を自動車用ガソリンエンジンに適用させたシステムの構成は、図１と同様である。
本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置の構成は、図２と同様である。本実施形
態による火花点火式内燃機関の制御装置における高負荷運転領域は、図３と同様である。
【００９７】
　図１３は、本発明の第４の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置における燃料噴
射制御内容を示すフローチャートである。図１４は、本発明の第４の実施形態による火花
点火内燃機関の制御装置による高負荷運転領域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチ
ャートである。
【００９８】
　図１０～図１２にて説明した第３の実施形態では、１サイクルおきに設定を切り替える
ことが可能な燃料噴射制御（第１噴射量制御）に対し、同じく１サイクルおきに設定を切
り替えることが可能な高応答の可変バルブ機構を想定していたため、両者の目標値を同時
に切り替えることが可能であった。
【００９９】
　それに対して、本実施形態では、目標値を変更した際に、目標値に到達するまで最低で
も数サイクルの期間を必要とする可変バルブ機構を搭載したエンジンを想定する。この場
合、燃料噴射量とバルブタイミングの目標値を同時に切り替えると、燃料噴射量に対して
バルブタイミングに遅れが生じ、バルブタイミングが目標値に達するまでの期間において
、ピストン付着などの問題が発生する。
【０１００】
　そこで、本実施形態では、高負荷領域での燃料噴射制御方法が、第３の実施形態とは異
なる。具体的には、運転条件の変化などにより目標値の変更があった際、バルブタイミン
グ（例えば排気バルブの閉じる時期）の応答速度に合わせて第１噴射量を徐々に増量させ
るとともに、バルブタイミングが目標値に達するまでの間、過渡的なノックを抑制するた
めに、点火時期を一時的に現在の運転条件における目標値よりもリタードする。
【０１０１】
　最初に、図１３により、本実施形態による燃料噴射制御および可変バルブ制御処理の内
容について説明する。図１３に示す制御内容は、ＥＣＵ２０によって、所定の周期で繰り
返し実行される。
【０１０２】
　ステップＳ１１０において、ＥＣＵ２０は、現在のエンジン運転条件に関する情報（エ
ンジン回転数、エンジントルクなど）を読み込む。
【０１０３】
　次に、ステップＳ１２０において、ＥＣＵ２０は、予め記憶されたマップなどから、現
在の運転条件が高負荷運転領域であるか否かを判定する。高負荷領域でない場合は、通常
運転領域であると判断し、ステップＳ１３０において、ＥＣＵ２０は、通常燃料噴射制御
を行う。そして、ステップＳ１５０において、ＥＣＵ２０は、通常バルブ制御を行う。
【０１０４】
　これに対し、ステップＳ１２０で高負荷領域であると判定された場合、ステップＳ１６
０において、ＥＣＵ２０は、高負荷用バルブ制御を行う。
【０１０５】
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　次に、ステップＳ１７０において、ＥＣＵ２０は、現在のバルブタイミングを検出する
。
【０１０６】
　次に、ステップＳ１４０Ｄ１において、ＥＣＵ２０は、ステップＳ１７０で検出された
現在のバルブタイミングに基づいて、第１噴射量を決定する。さらに、ステップＳ１４０
Ｄ２において、ＥＣＵ２０は、現在のバルブタイミングに基づいて、現在の運転条件での
点火時期設定値に対する点火リタード量を決定する。
【０１０７】
　次に、図１４において、横軸は時間ｔを示している。図１１（Ａ）の縦軸はバルブリフ
ト量Ｌｖを示している。ここでは、排気バルブの閉じるタイミングを例にして図示してい
る。図１４（Ａ）において、破線は、排気バルブのバルブリフト量の指令値Ｌｖ－ｉｓｔ
を示している。実線は、排気バルブのバルブリフト量の実測値Ｌｖ－ｍｓを示している。
図１４（Ａ）に破線で示すように、排気バルブのバルブリフト量の指令値Ｌｖ－ｉｓｔを
可変バルブ機構に指令を出力しても、可変バルブ機構のバルブタイミングに遅れにより、
実際のバルブリフト量は、実線で示すバルブリフト量の実測値Ｌｖ－ｍｓのように変化す
る。このバルブリフト量の実測値Ｌｖ－ｍｓは、図１３のステップＳ１７０によって、バ
ルブタイミングとして検出される。
【０１０８】
　また、図１４（Ｂ）の縦軸は、燃料噴射信号Ｉｎｊを示している。
【０１０９】
　図１４（Ｂ）に示すように、ＥＣＵ２０は、高負荷運転領域では、高負荷用燃料噴射制
御Ｄ及び点火時期制御を行う。具体的には、図１１（Ｃ）と同様に、燃料噴射を分割し、
第１噴射ＩＮＪ１の開始を負のオーバーラップ期間Ｖ－ｍｉ－ｏｖｌｐに設定し、第２噴
射ＩＮＪ２の開始は、吸気行程中盤から終盤に設定する。
【０１１０】
　ここで、膨張行程－排気行程－吸気行程－圧縮行程を１サイクルとして、通常運転領域
Ｎｏｒｍａｌから高負荷運転領域Ｈ－Ｌｏａｄに切り替わった時を、第１サイクルとし、
順次、第２サイクル、第３サイクルと続く場合、第１サイクルにおける第１噴射ＩＮＪ１
－１の噴射量（図１４（Ｂ）における第１噴射ＩＮＪ１－１のパルスの幅）に対して、第
２サイクルにおける第１噴射ＩＮＪ１－２の噴射量（図１４（Ｂ）における第１噴射ＩＮ
Ｊ１－２のパルスの幅）を増加させる。さらに、第２サイクルにおける第１噴射ＩＮＪ１
－２の噴射量（図１４（Ｂ）における第１噴射ＩＮＪ１－２のパルスの幅）に対して、第
３サイクルにおける第１噴射ＩＮＪ１－３の噴射量（図１４（Ｂ）における第１噴射ＩＮ
Ｊ１－３のパルスの幅）を増加させる。このように、バルブリフト量の応答遅れに応じて
、第１噴射ＩＮＪ１の噴射量を徐々に増加させる。
【０１１１】
　また、点火時期について見ると、第１サイクルにおける点火ＳＰＫ－１の時期は、圧縮
行程の終盤としている。これは、現在の運転条件における目標値ＳＰＫ－ｔｇｔよりもリ
タードしたタイミングである。そして、第１サイクルにおける点火ＳＰＫ－１の時期に対
して、第２サイクルにおける点火ＳＰＫ－２の時期を少し進角させ、現在の運転条件にお
ける目標値ＳＰＫ－ｔｇｔに近づける。さらに、第２サイクルにおける点火ＳＰＫ－２の
時期に対して、第３サイクルにおける点火ＳＰＫ－３の時期を進角させ、図示の状態では
、現在の運転条件における目標値に一致している。
【０１１２】
　本実施形態でも、第１噴射ＩＮＪ１は内部ＥＧＲへ向けた噴射を行うことで、燃焼室内
でのホットスポットの生成を抑制し、第２噴射ＩＮＪ２は、空気と内部ＥＧＲの混合気を
冷却し、燃焼室内の平均温度を低下させる。
【０１１３】
　また、バルブタイミングの応答速度に合わせて、第１噴射量を徐々に増量させるととも
に、バルブタイミングが目標値に達するまでの間、過渡的なノックを抑制するために、点
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火時期を一時的に現在の運転条件における目標値よりもリタードする。
【０１１４】
　本実施形態によれば、高負荷領域において、第１噴射を内部ＥＧＲに向けて噴射するこ
とで、燃料の気化冷却効果の全てを内部ＥＧＲに対して適用することが可能となる。これ
により、燃焼室内のホットスポットの生成を抑えてノックを抑制できると同時に、排気管
への燃料の吹き抜けを防止し、排気や燃費の悪化を避けることができる。
【０１１５】
　また、高負荷領域において運転条件が変化した際に、可変バルブ機構の応答性を考慮し
て、燃料噴射制御および点火リタード制御を行うことで、バルブタイミングが目標値に達
するまでの期間における過渡的なノックや排気悪化を抑制することができる。
【０１１６】
　また、残留ガスの吸引装置も不要である。
【０１１７】
　さらに、第２噴射ＩＮＪ２の開始を吸気行程中盤から終盤としているため、すすの増加
による排気ガスの悪化の問題も解消できる。
【０１１８】
　次に、図１５～図１８を用いて、本発明の第５の実施形態による火花点火式内燃機関の
制御装置の構成及び動作について説明する。本実施形態による火花点火式内燃機関の制御
装置の構成は、図２と同様である。本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置にお
ける高負荷運転領域は、図３と同様である。
【０１１９】
　最初に、図１５を用いて、本実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置を自動車用
ガソリンエンジンに適用させたシステムの構成について説明する。　
　図１５は、本発明の第１の実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置を自動車用ガ
ソリンエンジンに適用させたシステムの構成を示すシステム構成図である。なお、図１と
同一符号は、同一部分を示している。
【０１２０】
　本実施形態では、図１に示した内燃機関のシステム構成に対して、さらに、ノックセン
サ１５を備えたものである。ノックセンサ１５は、シリンダ７の適宜位置にを備えている
。ノックセンサ１５は、エンジン１００の振動状態を計測するもので、この出力信号に基
づいて、ＥＣＵ２０は、エンジン１００においてノックが生じているか否かを判定する。
【０１２１】
　次に、図１６～図１８を用いて、本実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による
燃料噴射制御内容について説明する。　
　図１６は、本発明の第５の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置における燃料噴
射制御内容を示すフローチャートである。図１７は、本発明の第５の実施形態による火花
点火内燃機関の制御装置による通常運転領域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャ
ートである。図１８は、本発明の第５の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置によ
る高負荷運転領域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。
【０１２２】
　最初に、図１６により、本実施形態による燃料噴射制御および可変バルブ制御処理の内
容について説明する。図１６に示す制御内容は、ＥＣＵ２０によって、所定の周期で繰り
返し実行される。
【０１２３】
　ステップＳ１１０において、ＥＣＵ２０は、現在のエンジン運転条件に関する情報（エ
ンジン回転数、エンジントルクなど）を読み込む。
【０１２４】
　次に、ステップＳ１２０において、ＥＣＵ２０は、予め記憶されたマップなどから、現
在の運転条件が高負荷運転領域であるか否かを判定する。高負荷領域でない場合は、通常
運転領域であると判断し、ステップＳ１３０において、ＥＣＵ２０は、通常燃料噴射制御
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を行う。そして、ステップＳ１５０において、ＥＣＵ２０は、通常バルブ制御を行う。
【０１２５】
　これに対し、ステップＳ１２０において高負荷領域であると判定された場合、ステップ
Ｓ１４０Ｃにおいて、ＥＣＵ２０は、図１０及び図１１にて説明したように、高負荷用噴
射制御Ｃを行う。そして、ステップＳ１６０において、ＥＣＵ２０は、高負荷用バルブ制
御を行う。
【０１２６】
　次に、ステップＳ１８０において、ＥＣＵ２０は、現在ノックが検出されているか否か
を判定する。ノックが検出されている場合は、ステップＳ１８５において、ＥＣＵ２０は
、第１噴射量を増量する。その後、さらに、ステップＳ１９０において、ＥＣＵ２０は、
負のオーバーラップ期間を長期化し、さらに、ステップＳ１８５において、ＥＣＵ２０は
、現在の噴射量およびバルブタイミングの設定値を記憶する。
【０１２７】
　図１７は、ノックが発生していない場合の、高負荷運転領域におけるタイムチャートで
ある。この時の燃料噴射およびバルブの設定は、第３の実施形態と同様である。図１８は
、ノックが発生した場合の、高負荷運転領域におけるタイムチャートである。
【０１２８】
　図１７及び図１８において、横軸は時間ｔを示している。図１７（Ａ）及び図１８（Ａ
）の縦軸はバルブリフト量Ｌｖを示している。なお、図１７（Ａ）及び図１８（Ａ）にお
いて、実線Ｖ－ＥＸＴは排気バルブのリフト量を示し、実線Ｖ－ＩＮＴは吸気バルブのリ
フト量を示している。また、排気バルブと吸気バルブとの両方が閉じている期間が、負の
バルブオーバラップ期間Ｖ－ｍｉ－ｏｖｌｐである。図１７（Ｂ）及び図１８（Ｂ）の縦
軸は、シリンダ内圧力Ｐｃを示している。図１７（Ｃ）及び図１８（Ｃ）の縦軸は、燃料
噴射信号Ｉｎｊを示している。
【０１２９】
　図１７においては、ノックが発生していない場合であり、高負荷運転領域における、燃
料噴射およびバルブの設定は、第３の実施形態と同様である。
【０１３０】
　図１８は、ノックが発生した場合を示しており、ノックが発生すると、図１８（Ｃ）に
示すように、第１噴射ＩＮＪ１’の噴射量を増量する。この時、第１噴射量を増量した分
だけ、第２噴射ＩＮＪ２’の噴射量を減量する。また、第１噴射量の増量に伴って、図１
８（Ａ）に示すように、吸気バルブＶ－ＩＮＴが開く時期を遅らせて、負のオーバーラッ
プ期間Ｖ－ｍｉ－ｏｖｌｐを長期化する。
【０１３１】
　このような制御により、エンジン１００の経年変化や環境変化により、エンジン１００
の耐ノック性能に変化が生じた際にも、第１噴射量および負のオーバーラップ量を適正に
制御して、壁面付着を抑えつつ内部ＥＧＲを冷却することで、耐ノック性能を維持するこ
とが可能となる。
【０１３２】
　なお、以上の説明では、エンジンの振動を検知するノックセンサ１５による検出結果に
基づき、第１燃料噴射量や負のオーバーラップ量の変更を行ったが、筒内圧力センサ信号
を用いたノック検出結果もしくはノック前兆検出結果に基づき、第１燃料噴射量や負のオ
ーバーラップ量の変更を行ってもよい。
【０１３３】
　また、ノックを検出した際、第１燃料噴射量や負のオーバーラップ期間の変更のみによ
りノックを回避しているが、これら噴射およびバルブ制御を、通常の点火リタードによる
ノック回避制御と組み合わせて行ってもよい。
【０１３４】
　また、１サイクルおきに設定を変更することが可能な高応答可変バルブ機構を搭載した
エンジンシステムを想定したが、第４の実施形態のように、目標値に到達するまで最低で
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も数サイクルの期間を必要とする可変バルブ機構を搭載したエンジンである場合は、まず
バルブ制御を先行して行い、検出された現在の負のオーバーラップ量に基づいて、第１噴
射量を決定するようにしてもよい。さらに、負のオーバーラップ量が目標値に達するまで
の期間は、過渡時のノックを抑制するために、点火時期をリタード制御してもよい。
【０１３５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ノック検出時に、第１噴射を増量し、それ
に応じて負のオーバーラップ期間を長期化することで、エンジンの経年変化や環境変化に
より、エンジンの耐ノック性能に変化が生じた際にも、燃料による冷却効果を最適に制御
して、排気の悪化や熱効率の低下を抑えつつ、ノックを抑制することができる。
【０１３６】
　また、残留ガスの吸引装置も不要である。
【０１３７】
　さらに、第２噴射ＩＮＪ２の開始を吸気行程中盤から終盤としているため、すすの増加
による排気ガスの悪化の問題も解消できる。
【０１３８】
　なお、本発明は、前記各実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載さ
れた発明の精神を逸脱しない範囲で、設計において種々の変更ができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】本発明の第１の実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置を自動車用ガソリ
ンエンジンに適用させたシステムの構成を示すシステム構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置の構成を示すシステ
ムブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置における高負荷運転
領域の説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置における燃料噴射制
御内容を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による通常運転領域
での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。
【図６】本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転領
域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。
【図７】本発明の第１の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転領
域における、第１噴射時の燃焼室内の状態の説明図である。
【図８】本発明の第２の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転領
域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。
【図９】本発明の第２の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転領
域における、第１噴射時の燃焼室内の状態の説明図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置における燃料噴射
制御内容を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第３の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転
領域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。
【図１２】本発明の第３の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転
領域における、第１噴射時の燃焼室内の状態の説明図である。
【図１３】本発明の第４の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置における燃料噴射
制御内容を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第４の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転
領域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。
【図１５】本発明の第１の実施形態による火花点火式内燃機関の制御装置を自動車用ガソ
リンエンジンに適用させたシステムの構成を示すシステム構成図である。
【図１６】本発明の第５の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置における燃料噴射
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【図１７】本発明の第５の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による通常運転領
域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。
【図１８】本発明の第５の実施形態による火花点火内燃機関の制御装置による高負荷運転
領域での燃料噴射制御内容を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
【０１４０】
１…エアフローセンサ
２…電子制御スロットル
３…インジェクタ
４…点火プラグ
５…可変バルブ
５ａ…吸気バルブ
５ｂ…排気バルブ
６…吸気管
７…シリンダ
８…排気管
９…空燃比センサ
１０…三元触媒
１１…排気温度センサ
１２…クランク軸
１３…クランク角度センサ
１４…ピストン
１５…ノックセンサ
２０…ＥＣＵ
１００…エンジン
２０１…入力回路
２０２…入力ポート
２０３…ＲＡＭ
２０４…ＲＯＭ
２０５…ＣＰＵ
２０６…電子スロットル開路
２０７…インジェクタ駆動回路
２０８…点火出力回路
２０９…可変バルブ駆動回路
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